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仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金交付要綱 

                 （令和３年７月２１日健康福祉局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、令和３年 12 月 22 日付障発 1222 第２号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対す

るサービス継続支援事業（追加協議分）の実施について」に基づき、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密

接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害児者やその家族の生活を支えるために必要

な障害福祉サービスを継続して提供できるよう、通常の障害福祉サービスの提供時では

想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とし、予算の範囲内に

おいて助成金を交付することについて、仙台市補助金等交付規則（昭和 55 年仙台市規則

第 30 号。以下、「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 助成事業者 

規則第４条第１項の規定により助成金の交付の決定を受けた者をいう。 

 (2) 助成事業 

規則第４条第１項の規定により受けた助成金の交付の決定に係る事業をいう。 

（3） 障害福祉サービス事業所等 

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に

基づく下記の事業所・施設等の総称をいう。 

 ① 通所系サービス事業所 

療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練 (生活訓練)、就労移行支

援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス 

② 短期入所サービス事業所 

短期入所 

③ 入所・居住系サービス事業所 

施設入所支援、共同生活援助（介護サービス包括型）、共同生活援助（日中サービ

ス支援型）、共同生活援助（外部サービス利用型）（以下、「障害者支援施設等」とい

う。）、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 

④ 訪問系サービス事業所 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、

居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

⑤ 相談支援事業所 

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援 

 

（助成金の交付対象者） 

第３条 助成金を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。 

(1) 次条に定める事業を行う事業所等を運営する法人であること 

(2) 法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告（次項において「申告」という。）

を行い（当該申告の義務を有する場合に限る。）、かつ、本市の市税を滞納していない

こと 
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(3) 暴力団と関係を有していないこと 

２ 市長は、前項第２号に掲げる要件について、助成金の申請者の同意を得た上で、申告

及び市税の納税の状況について調査し、確認するものとする。ただし、当該申請者が市

税の滞納がないことの証明書（助成金の申請の日前 30日以内に交付を受けたものに限る。）

を提出した場合は、この限りではない。 

３ 第１項第２号に規定する市税とは、個人の市民税(当該法人が仙台市市税条例第 22 条

各項の規定に基づき、特別徴収義務者に指定されている場合に限る。)、法人の市民税、

固定資産税、軽自動車税（種別割）、特別土地保有税、事業所税、都市計画税とする。 

 

（助成対象事業及び助成対象事業所等） 

第４条 助成金の対象となる事業は、次の各号に定める事業とし、助成対象事業所等は、

これらの事業を実施するため、次条に定める経費を支出した市内に所在する当該各号に

定める障害福祉サービス事業所等とする。 

 (1) 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業 

令和３年４月１日以降に、次の①から⑤のいずれかに該当した事業所・施設等 

① 利用者又は職員に感染者が発生した通所系サービス事業所、短期入所サービス事

業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所（職

員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。） 

② 濃厚接触者に対応した短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、

訪問系サービス事業所 

③ 本市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所 

④ 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、別表２に規定する要件のもと、自

費で検査を実施した障害者支援施設等（①、②の場合を除く。） 

⑤ ①、③以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員が、居宅で生活

している利用者に対し、その居宅等への訪問によってできる限りのサービスを提供

した事業所（通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代

替措置を取った場合（近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合

又は感染拡大地域である場合（感染者が一定数継続して発生している状況等））に限

る。） 

 (2) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業 

令和３年４月１日以降に、次の①、②のいずれかに該当した施設・事業所の利用者

に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受け入れや

当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所 

① 第１号の①又は③の通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、入所・居

住系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所 

② 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した通所系サービス事業

所、短期入所サービス事業所、入所・居住系サービス事業所、訪問系サービス事業

所、相談支援事業所 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定め

る経費とする。ただし、障害福祉サービス等報酬及び他の国庫補助金等で措置されてい

るものは、この要綱における助成の対象としないものとする。 

 (1) 障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業 

関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、障害福祉サービスを

継続して提供するために必要な経費として、前条第１号の①から③については次の①
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及び④を、前条第１号の④については次の②及び④を、前条第１号の⑤については次

の③及び④を、それぞれ助成対象経費とする。 

① 障害福祉サービス事業所等のサービス継続に必要な費用 

（エ及びカ～コについては、代替サービス提供期間の分に限る。） 

ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用 

イ 感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購

入費用 

ウ 緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、

帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費 

エ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要と

なる車や自転車のリースの費用 

オ 感染症廃棄物の処理費用 

カ 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅

費、損害賠償保険の加入費用 

キ 代替場所の確保費用（使用料） 

ク 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 

ケ 代替場所や利用者宅への旅費 

コ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用（通信費用は

除く。） 

② 別表２に規定する要件に該当する自費検査費用 

③ 居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用（代替サービス提供期間の

分に限る。） 

サ 利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要と

なる車や自転車のリースの費用 

シ 通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用（通信費用

は除く。） 

ス 代替場所の確保費用（使用料） 

セ 代替場所や利用者宅への旅費 

ソ 代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損

害賠償保険の加入費用 

タ 居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金 

④ その他市長が認める経費 

(2) 障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業 

前条第２号については次の①及び②を助成対象経費とする。 

① 利用者受入や職員の応援派遣に係る費用 

追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、

旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用 

② その他市長が認める経費 

 

（助成金の額） 

第６条 助成金の額は、別表１に定める障害福祉サービス事業所等ごとの基準単価と前条

に定める助成対象経費の実支出額のいずれか少ない額とする。ただし、その額に 1,000

円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

２ １事業所・施設に対し、原則１回まで助成することができるものとする。 

３ １事業所・施設に対し、第４条第１号及び第２号に定める事業の両方を助成すること

ができるものとする。 
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（交付の申請） 

第７条 規則第３条第１項の規定による助成金の交付の申請は、仙台市障害福祉サービス

事業所等に対するサービス継続支援事業助成金交付申請書（様式第１号）に次の書類を

添えて、市長に提出して行うものとする。 

(1) 別紙１ 施設・事業所別個表（交付申請用） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 助成事業の完了後に当該助成事業について助成金の交付の申請をする場合にあっては、 

 第 13条の規定に関わらず、前項の交付の申請と同時に実績報告を行うことができる。 

３ 前項の場合にあっては、仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援

事業助成金交付申請書（様式第１号）に添付する書類は、次のものとする。 

 (1) 別紙２ 施設・事業所別個表（実績報告用） 

 (2) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定通知） 

第８条 規則第６条の規定による助成金の交付決定の通知は、仙台市障害福祉サービス事

業所等に対するサービス継続支援事業助成金（交付・不交付）決定書（様式第２号）に

より行うものとする。 

 

（交付の条件等） 

第９条 規則第５条第１項第１号の規定による助成事業に要する経費の配分又は助成事業

の内容の変更の申請は、仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事

業助成金交付申請変更承認申請書（様式第３号）により、行うものとする。 

２ 規則第５条第１項第２号の規定による助成事業の中止又は廃止の申請は、仙台市障害

福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金事業中止（廃止）承認申請

書（様式第４号）により行うものとする。 

３ 第１項又は前項の規定に対する承認は、仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサ

ービス継続支援事業助成金事業（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第５号）により

行うものとする。この場合において、市長は、必要に応じ、助成金の交付の決定を取り

消し、又は変更するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による取消又は変更を行ったときは、理由を付して書面により通

知するものとする。 

５ 規則第５条第１項各号に定めるもののほか、助成金の交付の決定の際に付する条件は、

次のとおりとする。 

(1) 助成事業を行うために締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該事業

を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと 

(2) 助成事業者が助成事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄

付金等（共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。）の資金提供を受けてはな

らないこと 

 (3) 助成事業者は、助成金により取得し、又は効用の増加した財産を、助成事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を

図るよう努めること 

 

（申請の取下げ） 

第 10条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げは、仙台市障害福祉サービス事業所

等に対するサービス継続支援事業助成金交付申請取下書（様式第６号）により行うもの
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とする。 

２ 規則第７条第１項の市長が定める期日は、第８条の規定による交付の決定の通知を受

けた日から 10日を経過する日までとする。 

 

（事情変更による決定の取消通知） 

第 11条 市長は、規則第８条第１項の規定により助成金の交付の決定の全部若しくは一部

の取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件の変更を行ったときは、理由

を付して書面により通知するものとする。 

 

 （助成事業の遂行等の指示） 

第 12条 市長は、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂

行されていないと認めるときは、助成事業者に対して、これらに従って助成事業を遂行

すべきことを指示するものとする。 

２ 市長は、助成事業者が前項の指示に違反したときは、その者に対し、助成事業の遂行

の一時停止を指示するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定による指示を行うときは、理由を付して書面により通知するも

のとする。 

 

 （実績報告） 

第 13 条 規則第 12 条第１項の規定による実績報告は、仙台市障害福祉サービス事業所等

に対するサービス継続支援事業助成金実績報告書（様式第７号）に次の書類を添えて、

助成事業の完了の日から１月以内に行わなければならない。 

(1) 別紙２ 施設・事業所別個表（実績報告用） 

(2) その他市長が必要と認める書類 

 

 （助成金の額の確定通知） 

第 14 条 市長は、前条の実績報告があった場合には、規則第 13 条の規定による助成金の

額の確定を仙台市障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業助成金確定

通知書（様式第８号）により行うものとする。 

 

 （是正指示） 

第 15 条 市長は第 13 条の実績報告を受けた場合において、当該助成事業の成果が助成金

の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合さ

せるための措置をとるべきことを当該助成事業者に指示するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による指示を行うときは、理由を付して書面により通知するもの

とする。 

 

（助成金の交付請求） 

第 16 条 助成事業者は、第 14 条の確定通知を受けたときは、仙台市障害福祉サービス事

業所等に対するサービス継続支援事業助成金交付請求書（様式第９号）を、確定通知を

受けた日から 10日を経過する日までに市長に提出するものとする。 

２ 第７条第２項の規定に該当する場合又は第 17条の規定により概算払いが認められた場

合にあっては、前項の規定にかかわらず、第８条の交付の決定の通知を受けた日から 10

日を経過する日までに同項の規定による交付請求を行うものとする。 

 

 （助成金の概算払い） 
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第 17条 市長は、必要があると認める場合においては、交付決定額の範囲内において概算

払いをすることができる。 

 

 （助成金の返還） 

第 18条 市長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助

成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について返還を請求する

ものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 19条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定又は交付を受けたとき 

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づ

き市長が行った処分に違反したとき 

２  市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、理由を付して書面により通知する

ものとする。 

 

（財産の処分の承認申請） 

第 20 条 規則第 20 条第１項の承認の申請は、仙台市障害福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業助成金財産処分承認申請書（様式第 10 号）に次の書類を添えて、

市長に提出して行うものとする。 

(1)  財産処分の概要書 

(2)  その他市長が必要と認める書類 

 

（立入検査等） 

第 21条 市長は、必要があると認めるときは、助成事業者から報告若しくは資料の提出を

求め、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、

若しくは関係者に質問させるものとする。 

２  市長は、前項の結果、必要があると認めるときは、助成事業者に対し、改善その他必

要な措置を講ずるよう指導するものとする。 

 

（書類の整備等） 

第 22条 規則第 21条の２の市長の定める期間は、第 14条の確定通知（第７条第２項に該

当する場合にあっては第８条の交付決定通知）を受けた日の属する年度の末日から 10年

を経過する日までとする。 

 

   附 則 

この要綱は、令和３年７月２１日から実施する。 

 

   附 則（令和３年１１月１７日改正） 

この改正は、令和３年７月２１日から実施する。 

 

 附 則（令和４年８月８日改正） 

この改正は、令和４年８月８日から実施し、令和４年４月１日から適用する。 

 

 


